
南館

北館

公光橋

平田橋

芦屋川

駐輪場

駐輪場

業平公園

公光公園

大桝公園

芦屋教会

大

公光町

町

阪神芦屋駅

位置

所在地

第７６号議案説明資料

76-1

芦屋市役所

芦屋警察署

芦屋税務署

芦屋公光郵便局



あしや市民活動センター平面図

DNUP

階段室

男子便所

吹抜吹抜

ベランダ ベランダ

ベランダ ベランダ

ベランダ

会議室Ｄ

会議室Ｃ

会議室Ａ

印刷室受付

事務室

団体交流スペース

女子便所

（４７㎡）

（１７㎡）
（１７㎡）

（５０㎡）

（４６㎡）

湯沸室

会議室Ｂ
相談室・保育室

UP

ス
ロ
－
プ

　
　
1
/
1
5

第
７

６
号

議
案

説
明

資
料

7
6
-
2

7

あしや市民活動センター平面図 ２階



 

7
6
-
3
 

あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例新旧対照表 
（下線部分は，改正部分） 

改 正 案 現   行 

（位置） 

第2条 活動センターは，芦屋市公光町5番8号に置く。 

 

（使用の許可） 

第5条 活動センターを使用しようとする者は，あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。 

 
 
 
 
 
 
（使用の制限） 

第5条の2 市長は，活動センターを使用しようとする者が次の各号のいず

れかに該当するときは，活動センターへの入館を拒み，退館を命じ，又

は使用の許可をしないことができる。 

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。 

(2) 建物，設備，機器その他の物件を損傷するおそれがあると認められ

るとき。 

(3) 営利行為を目的とするとき。 

(4) 活動センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか，管理上支障があると認められるとき。

（使用者の義務） 
第6条 使用者は，建物，設備，機器その他の物件を善良なる注意をもって

使用し，使用終了後又は使用を停止されたときは，直ちにこれを原状に

復されなければならない。 

（位置） 

第2条 活動センターは，芦屋市精道町5番11号に置く。 

 

（使用許可） 

第5条 活動センターを使用しようとする者は，あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。た

だし，次の各号のいずれかに該当するときは，使用を許可しない。 

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。 

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(3) 政治活動，宗教活動及び営利行為を目的とするとき。 

(4) 活動センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか，管理上支障があるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用者の義務） 
第6条 使用者は，建物，設備，機器その他の物件を善良なる注意をもって

使用し，使用終了後又は使用を停止されたときは，直ちにこれを原状に

復されなければならない。 
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改 正 案 現   行 

2 使用者は，その責めに帰すべき事由により建物，設備，機器その他の物

件を滅失又は損傷したときは，その損害を賠償しなければならない。 
（使用許可の取消し等） 

第7条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，使用の許

可を取り消し，又は使用を停止し，若しくは退館を命じることができる。

(1)  第5条の2各号のいずれかに該当したとき。 

(2)・(3) （省略） 

（転貸等の禁止） 

第 8 条 使用者は，その権利を譲渡し，又は他人に転貸してはならない。

（管理の代行等） 

第12条 市長は，地方自治法第244条の2第3項の規定により，活動センター

の管理を指定管理者に行わせることができる。 

2 （省略） 

3 第1項の規定により，指定管理者に活動センターの管理を行わせる場合

の第4条第3項，第5条，第5条の2及び第7条の規定の適用については，第4

条第3項中「市長は，特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定

管理者は，あらかじめ市長の承認を得て」と，第5条，第5条の2及び第7

条中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。 

別表（第9条関係） 

施設使用料金表 

施設使用料金 

室名 広さ 
収容人員 

 
午前10時

～正午 

午後1時～

午後3時 

午後3時～

午後5時 

会議室A 17㎡ 12人 400円 400円 400円

会議室B 17㎡ 12人 400円 400円 400円

会議室C 50㎡ 32人(50人) 1,100円 1,100円 1,100円

会議室D 46㎡ 28人(48人) 1,000円 1,000円 1,000円

2 使用者は，使用中にその責めに帰すべき事由により建物，設備その他の

物件を滅失又は損傷したときは，その損害を賠償しなければならない。

（使用許可の取消し等） 

第7条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，使用の許

可を取り消し，又は使用を停止し，若しくは退去を命ずることができる。

(1)  第5条各号のいずれかに掲げる事由が発生したとき。 

(2)・(3)  （省略） 

（転貸の禁止） 

第 8 条 使用者は，その権利を譲渡し，又は他人に転貸してはならない。

（管理の代行等） 

第12条 市長は，地方自治法第244条の2第3項の規定により，活動センター

の管理を指定管理者に行わせることができる。 

2 （省略） 

3 第1項の規定により，指定管理者に活動センターの管理を行わせる場合

の第4条第3項，第5条及び第7条の規定の適用については，第4条第3項中

「市長は，特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は，

あらかじめ市長の承認を得て」と，第5条及び第7条中「市長」とあるの

は，「指定管理者」とする。 

別表（第9条関係） 

施設使用料金表 

施設使用料金 

室名 広さ 
収容

人員 
午前10時か

ら正午まで

午後1時から

午後3時まで

午後3時から

午後5時まで

多目的室A 18㎡ 12人 400円 400円 400円

多目的室B 17㎡ 12人 400円 400円 400円

多目的室C 12.5㎡ 7人 200円 200円 200円

備考 第 4 条第 3 項の規定により，午前 10 時以前又は午後 5 時以後
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改 正 案 現   行 

備考 

1 第 4 条第 3項の規定により，午前 10 時以前又は午後 5時以後に活

動センターを使用する場合の使用 1時間までごとの使用料は，午前

10時以前の使用にあっては午前10時から正午までの区分の使用料

の額に，午後 5 時以後の使用にあっては午後 3時から午後 5 時まで

の区分の使用料の額に，それぞれ 2分の 1 を乗じて得た額とする。

2 収容人員の欄の（ ）書は，最大収容人員とする。 

に活動センターを使用する場合の使用 1時間までごとの使用料は，

午前 10時以前の使用にあっては午前 10時から正午までの区分の使

用料の額に，午後 5時以後の使用にあっては午後 3 時から午後 5時

までの区分の使用料の額に，それぞれ 2分の 1 を乗じて得た額とす

る。 

 

 


